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　アメリカのオバマ大統領は今年４月、「核兵器のない世界」をめざし具体的な行動をとると宣言しました。そして、ブッシュ政権下での核政策を大幅に見直して、核軍縮に舵を切っています。核兵器の廃絶を展望する上で、かつてない好機が到来しています。

　もちろん、過剰な楽観視は許されません。アメリカの狙いは、自らが核軍縮の姿勢を示しつつ、他の国々の核物質や核施設に対する取り締りを強化しようというところにあります。また、核兵器を大幅に減らしても、アメリカが通常戦力や他のハイテク兵器で圧倒的な優位を保つことができるという計算もあるでしょう。それでもなお、世界にいまだ２万３千発以上の核兵器のある今日、もっとも強大な核戦力を有するアメリカが核軍縮に向けて動き出したことは大きな意味をもっています。私たちはこの機運をとらえ、核廃絶への流れを確かなものにする必要があります。

　第一に、核兵器廃絶の目標に向けた包括的な道筋をつくり出すということが必要です。これまでの核軍縮・不拡散の取り組みは、核実験の禁止や核物質の管理など、個別の段階的な措置に細分化されていました。しかしそれだけでは、核廃絶という目標ははるか遠くにかすんで見えるだけであり、いつまでたっても現実にはなりません。

　被爆者たちは、「自らの生きているうちに核廃絶を実現してほしい」と訴えてきました。いま被爆者の平均年齢は７５才を超えています。広島・長崎両市長が主導し、世界３０００以上の都市が加盟する平和市長会議は、２０２０年までの核廃絶を提唱しています。核兵器をゼロにする明確な目標を定めて、そこに至る道筋を描く必要があります。

　化学兵器や生物兵器、また対人地雷やクラスター爆弾が包括的に禁止されたように、核兵器を包括的に禁止する「核兵器禁止条約」が必要です。核兵器を非合法化し、いまの保有核兵器をゼロにまでもっていき、核兵器のない世界を運営していく。そのような法的、政治的、技術的な規定をもった核兵器禁止条約を議論し、その交渉を開始すべきです。

　すでにコスタリカがそのような核兵器禁止条約のモデル案を国連に提出しており、潘基文事務総長はこのような条約の検討開始を呼びかけています。来る２０１０年５月の核不拡散条約（ＮＰＴ）再検討会議で、各国は核兵器禁止条約に至る議論を開始すべきです。日本やエクアドルの政府が、そのためのイニシアティブをとるように、市民が政府に声をあげることが必要です。

　第二に、核によらない安全保障を地域において促進し、実現することです。日本そして東アジアの市民は、世界で最初に非核地帯になったラテンアメリカの経験から学ぶことが多いと思います。

　現在東アジアでは、北朝鮮の核問題が深刻化しています。この問題に対しては、北朝鮮の核だけを圧力をかけて除去しようとしても、問題は解決しません。地域全体として核の脅威を取り除くというアプローチが必要です。日本や韓国のＮＧＯが中心となって、「東北アジア非核地帯」をつくるという提案をしています。６カ国協議の枠組みを生かして、現在の危機の根本原因を除去するための政治的な対話を促進する必要があります。

　日本の保守派のなかには、北朝鮮の核の脅威があるから、日本はアメリカの強大な核戦力に依存する必要があるのだという主張が依然として根強くあります。しかし、このような「核に対しては核を」というような姿勢では、軍拡競争と核拡散をむしろ助長してしまいます。そのことは、これまでの歴史が物語っています。

　むしろ日本が率先して、アメリカの核兵器への依存をやめ、核によらずに安全を追求する道を世界に示すべきです。私は、コスタリカのカルロス・バルガス教授が「コスタリカは、軍隊をなくしたことによって、むしろ安全になった」ということを誇らしげに語っておられたことを強く記憶しています。

　この９月に、日本に新政権が誕生しました。岡田新外務大臣は、核の先制不使用を日米が協議すべきだと提案しています。先制不使用は、最初の一歩に過ぎませんが、このような形で核の役割を減らしていく流れを加速させる必要があります。しかし、日本の政府内では、守旧派がこうした流れに強く抵抗しています。アメリカの核抑止力をなるべく高く維持しようという勢力が、いまだに強い発言権をもっているのです。

　日本は核を「つくらない、もたない、持ち込ませない」という非核三原則を持っているにもかかわらず、実際には核の「持ち込み」に関する密約をアメリカとの間で結んでいました。この事実はすでにアメリカ側の資料や証言によって明らかになっていますが、日本政府は密約の存在を否定していました。このたび岡田新大臣は、この密約問題を調査し事実を公表することを命じました。一刻も早い全容解明が求められます。

　私たちは、ヒバクシャの声に耳を傾けることによって、核とは何であるのか、その本質を学んできました。核が安全をもたらすというのは、幻想に過ぎません。核に依存して安全を保障するという冷戦時代の考え方から脱却しなければなりません。そして、平和憲法をいかし、紛争の予防や外交の力を活用して新しい平和と安全のモデルをつくり出していきましょう。

3

